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税 務 ア ン テ ナ
税理士の独り言

□相続税の課税価格の計算上、控除するこ
お客様が価値を感じるものを提供するこ とのできる債務のうち、住民税や固定資産

とが商売の原点であれば、価値観の相違に 税などの賦課期日の定めのあるものは、そ
より、お客様は離れていきます｡画期的な商 の賦課期日で納税義務が確定したものとし
品やサービスでも、お客様のニーズに合わ て扱われますので、納期限が未到来のもの
ないものであれば、売れません｡スーパード も債務控除できます。
ライが発売される前のアサヒビールの体質 保証債務は、原則として債務控除の対象
はお客様の声を聞かない自己満足だったと となりませんが、主たる債務者が弁済不能
樋口廣太郎は語っています｡現場の社員と製 の状態にあり、保証債務者がその履行を余

。品開発者の認識のズレで経営状況はかなり 儀なくされる場合には債務控除ができます
悪化していました。 また、連帯債務は、連帯債務者の負担部

お客様の声を聞き、心理を読み続ける者 分の金額が明らかな場合には債務控除でき
がプロフェッショナルと呼ばれます｡ ます。

□日本に 年以上住んでいる外国人労働者私 の 書 棚 よ り私 の 書 棚 よ り 1
に対して給与を支払う場合には、原則とし

○予測能力を企業経営者が持ち合わせ て日本人と同様に「給与所得者の扶養控除
」 、 、ているかどうかは単なる偶然の産物で 等申告書 の提出を受け 源泉徴収を行い

あり、いわば一種の「運」やツキのよ 年末には年末調整も行います｡ただし、国内
しあしであるが この 勝ち組 と 負 に住居及び居所を全く有しないもの、又は、 「 」 「
け組」とを分かつ大きなポイントにな 国内に住居を有せず､かつ、現在まで引き続
っている。 いて１年未満の期間しか居所を有していな
○「波瀾万丈」の変化そのものをおも いものは「非居住者」として２０％の税率
しろいと興味を持ち、さらにまた、そ で源泉分離課税により納税をします。
れに積極的に参加するという強い意欲 外国人研修生のように契約等で 年以上1
を示す人がここでは「勝ち組」に参加 居所を有することが明らかな場合には始め
しうる資格を持つ人物と評価される｡ から「居住者」として扱われ、また研修期

。間１年目の生活実費額は非課税となります
「超格差拡大の時代」

。長谷川慶太郎著 東洋経済新報社 税務に関するご質問をお受けしております
お気軽にお問い合わせ下さい。

６ 月 の 税 務 ス ケ ジ ュ ー ル

日 ○ 月分の源泉所得税の納付 日 ○ 月決算法人の消費税各種10 5 30 6
選択届出書提出

日 ○所得税の予定納税額の通知15
（休日につき 日）16

日 ○ 月決算法人の確定申告30 4
○ 月 決算 法 人の 中間申 告10
（予定申告）
○ 月､ 月､ 年 月決算7 10 20 1
法人の消費税中間申告

今月の贈る言葉『最初で最大の勝利は自分自身を克服することである』 プラトンby


